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ＦＨも保育所利用が可能に 
 

ファミリーホームの長年の懸案だった子どもの保育所利用が可能になりました。 

これは、２年１２月１日、内閣府「子ども子育て会議」 ー地方分権に関する提案募集 

への対応についてー  の中で明確化されました。 

今までＦＨについては、保育所へ入所することが可能

であることが明確化されていませんでしたが、令和２年

の地方からの提案として、沖縄県から「ＦＨも里親と同

様に保育所を利用できるように」という提案を受けて里

親同様に制度化されることになります。利用者負担も

求めていません。 

 

 各都道府県のＦＨでは、機会あるたびに、保育所の利用を行政にもとめてきました。し

かし、なかなか中央省庁には届いていなかったようですが、今回は厚生労働省の子育て

支援の充実、家庭養護、社会的養護の拡充策の中で里親同様の保育所利用も現実化し

たものと思われます。提案の検討の中で、「ＦＨの措置児童における障害等のある児童の

割合は、平成 25年は３７，９％であったが、平成 30年度には４６，５％と半数近くまで増

加している」、「また、障害種別としては、知的障害、広汎性発達障害（自閉症スペクトラ

ム）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等が多い」としています。 

困難を抱える児童に養育者がかかりきりになることで、他児の保育に欠けることを防ぐ

ためにも適切なことだと思います。 

 

なお、施行の時期は来年（令和３年）４月１日から、詳細については 

別途厚生労働省から通知が出る予定です。皆様もう少しお待ちください。 

以下「子ども子育て会議」の資料を掲載します。 



 


